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令和７年度能力開発研修実施業務企画コンペ実施要領 

 

 当該業務は、令和７年度に行う能力開発研修について、効果的に職員研修を企画、実施するた

め、提案を募集するものである。 
 

１ 業務の概要 
 

業務 
区分 

実施業務 予算規模 
（税込限度額） 研修種別 研修名 

１ 
基本研修 (1) 新採用職員研修（４月期、７月期、10月期） 

6,640千円 
特別研修 (2) 新採用職員指導者研修 

２ 基礎研修 
(1) 採用３年目職員研修 

5,594千円 
(2) 中堅職員研修 

３ 基礎研修 

(1) 新任主査研修 

7,996千円 (2) 主査３年目研修 

(3) 新任主任主査研修 

４ 基礎研修 
(1) 新任担当課長研修 

3,059千円 
(2) 新任総括課長研修 

５ 選択研修 

eラーニング：６講座 
 ①課題解決の基本講座 ②仕事の進め方講座、 
 ③企業会計講座 ④仮説とデータを活かす政策立案講座 
 ⑤マーケティング講座 ⑥プレゼンテーション講座 

1,922千円 

６ 特別研修 コンプライアンス推進員研修 1,175千円 

７ 特別研修 
(1) ビジネスコミュニケーション力ステップアップ研修 
(2) クレーム対応力向上研修 
(3) カスタマーハラスメント対策研修 

888千円 

 

２ 応募手続 

(1) 担当部署 

      岩手県総務部人事課 職員育成担当 

        住所 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番１号 

        電話 019-629-5073 

FAX   019-629-5074 

電子メール AH0002@pref.iwate.jp 

(2) 企画提案書類の提出 

ア 提出期限  令和７年１月 23日（木）17時まで（郵送の場合も必着） 

イ 提出場所  上記(1)の担当部署 

ウ 提出方法  持参又は郵送。 

・ 持参の場合は、平日９時～12時又は13時～17時の間に提出すること。 

・ 郵送の場合は、書留郵便等、配達の記録が残る方法により、提出期限までに

到着するよう送付すること。 

(3) 本実施要領等に関する質問の受付・回答の公表 

 ア 受付期限  令和６年 12月 26日（木）12時まで 

  イ 提出場所  上記(1)の担当部署 

   ウ 提出方法  質問は、書面によるものとし、別紙様式により電子メールにて提出する

こと。電話による受付は行わない。 

エ 回答方法 令和７年１月７日（火）までに岩手県公式ホームページに掲載する。 
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３ 応募資格 

  応募に当たっては、以下の要件を満たす者とする。 

(1) 令和４年度から令和６年度までの間に、国、地方公共団体又は民間企業の職員を対象とし

た研修において受託実績があること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

 (3) 企画提案に必要な書類の提出の日から委託候補者を選定するまでの期間に、岩手県から一

般委託契約に係る入札参加制限等措置基準（平成 23年 10月５日出第 116号）に基づく入札

参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。 

(4) 前号の期間に岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準（平成７年２月９日建振

第 281 号）、建設関連業務に係る指名停止等措置基準（平成 18 年６月６日建技第 141 号）、

物品購入等に係る指名停止等措置基準（平成 12 年３月 20 日出総第 24 号）などに基づく指

名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。 

(5) 代表者、役員（執行役員を含む。）又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関

する者が、暴力団員（暴力団員による不等な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団（同条第２号に規定す

る暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

 

４ 募集する企画提案の内容 

  募集する企画提案の内容については「令和７年度能力開発研修実施業務仕様書」（資料２）を、

企画提案書類の作成方法については「令和７年度能力開発研修実施業務に関する企画提案書作

成要領」（資料３）を参照すること。 

 

５ 企画提案の選定方法 

(1) 審査及び委託候補者の決定 

  提出された企画提案について、「令和７年度能力開発研修実施業務に関する企画提案審査

要領」（資料４）に基づき審査し、委託候補者及び次点者を選定する。 

(2) 審査結果の通知 

審査結果については、企画提案の全提出者に対し、令和７年２月中旬を目途に通知する。 

 

６ 契約等 

県は、委託候補者と日程、研修内容、経費等について調整した上、当該業務委託契約に係る

見積り依頼を別途予定していること。ただし、委託候補者に事故等があり、見積り徴収が不可

能となった場合は、次点者に対し見積りを依頼する。 

 

７ その他 

(1) 企画提案は、業務区分ごとに１社１件とする。 

(2) 一度提出された書類の変更、差替え又は再提出は認めない。 

(3) 企画提案に要する費用は、提案者の負担とする。 

(4) 提出された書類は、返却しない。 

(5) 提出された書類は、委託候補者の選定作業以外には使用しない。 

(6) 提出された書類の記載内容を確認するため、提案者等に問合せをすることがある。 

(7) 提出された書類に虚偽の記載がある場合は、失格とする。 

(8) 書類を提出した後に辞退する際は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

(9) 提出された書類及び添付資料は、情報公開の請求により開示することがある。 

(10) 本事業は、令和７年度当初予算案の議会の議決を前提として募集を行っており、今後の状

況等により、募集の停止、事業内容の変更、契約しないこと等の措置を行うことがあること。

予算規模の変動に伴い、県が本業務の内容を変更し、又は本業務を行わない場合があっても、

参加者及び委託候補者はいかなる損害の賠償についても請求することができない。 


